
            

 

 

 

 

 

 

労働基準法違反の疑いで書類送検 
（賃金台帳に労働時間を記入していなかった疑い） 

 
平成 27年 3月 30日、天満労働基準監督署（署長 吉田文生）は、エステート２４ホー

ルディングス株式会社及び同社の総務・経理部門責任者を労働基準法違反の疑いで、大阪地

方検察庁に書類送検した。 
 

記 
１ 被疑者 
（１）エステート２４ホールディングス株式会社  

本社所在地  大阪市北区茶屋町 
事業内容 太陽光発電システムの販売等  

（２）同社 総務・経理部門責任者Ａ 
 

２ 違反条文等 
労働基準法違反 

     同法第１０８条 

      労働基準法施行規則第５４条第１項 

同法第１２０条第１号（罰則） 
     同法第１２１条第１項（両罰） 

 

３ 事実の概要 

被疑会社と業務委託契約を締結していた被疑者Ａが、労働者の平成２５年９月１日

から９月３０日までの労働時間数を賃金台帳に記入しなかったものである。 
４ 参考事項 
（１） 賃金台帳には、「氏名」、「性別」、「賃金計算期間」、「労働日数」、「労働時間数」

等、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額を記入しなければならない。 
（２） 適用法条文は別紙のとおり。 
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                               別 紙 

適用法条文等一覧 
 
労働基準法第１０８条（賃金台帳） 
      使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び

賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入し

なければならない。 
 
労働基準法施行規則第５４条 
 第１項  使用者は、法第１０８条の規定によって、次に掲げる事項を労働者各人別に賃

金台帳に記入しなければならない。 
  一 省略 
  二 省略 
  三 省略 
  四 労働日数 
  五 労働時間数 
  六 ・・・午後１０時から午前５時（厚生労働大臣が必要であると認める場合には、そ

の定める地域又は期間については午後１１時から午前６時）までの間に労働させ

た場合には、・・・深夜労働時間数 
  七～八号 省略 
 第２項～第５項  省略 
 
労働基準法第１２０条 
第１項 次の各号の一に該当する者は、３０万円以下の罰金に処する。 
一  第１４条、第１５条第１項若しくは第３項、第１８条第７項、第２２条第１項か

ら第３項まで、第２３条から第２７条まで、第３２条の２第２項（第３２条の４

第４項及び第３２条の５第３項において準用する場合を含む。）、第３２条の５第

２項、第３３条第１項ただし書、第３８条の２第３項（第３８条の３第２項にお

いて準用する場合を含む。）、第５７条から第５９条まで、第６４条、第６８条、

第８９条、第９０条第１項、第９１条、第９５条第１項若しくは第２項、第９６

条の２第１項第１０５条（第１００条第３項において準用する場合を含む。）又は

第１０６条から第１０９条までの規定に違反した者。 
二～五号 省略 

 
労働基準法第１２１条 
 第１項  この法律の違反行為をした者が，当該事業の労働者に関する事項について，事

業主のために行為した代理人，使用人その他の従業者である場合においては，



事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし事業主（事業主が法人であ

る場合においてはその代表者，事業主が営業に関し成年と同一の行為能力を有

しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人（法定

代理人が法人であるときは，その代表者）を事業主とする。（次項において同

じ））が違反の防止に必要な措置をした場合おいては，この限りでない。 
 第２項  事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかった場合，違反行

為を知り，その是正に必要な措置を講じなかった場合又は違反を教唆した場合

においては，事業主も行為者として罰する。 


